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質問１ 
 主任技術者の専任期間について、請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間や 
 エレベーターの工場製作期間は非専任でよろしいでしょうか。 

回答１ 
 配置予定技術者に関しては、「監理技術者制度運用マニュアル」における「三 監理技

術者等の工事現場における専任 （３） 監理技術者等の専任期間」に記載されている状

況の場合に、工事現場への専任を要しません。 
ただし、当初に配置する技術者は専任で配置する必要があります。 

 


